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○

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
自
衛
官
の
定
年
及
び
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
）

第
四
十
五
条

自
衛
官
（
陸
士
長
等
、
海
士
長
等
及
び
空
士
長
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に

退
職
す
る
。

２

前
項
の
定
年
は
、
勤
務
の
性
質
に
応
じ
、
階
級
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
。

３
・
４

（
略
）

○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
自
衛
官
の
定
年
）

第
六
十
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
の
定
年
は
、
別
表
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
九
（
第
六
十
条
関
係
）

階

級

年

齢

階

級

年

齢

階

級

年

齢

備
考

一

統
合
幕
僚
長
、
陸
上
幕
僚
長
、
海
上
幕
僚
長
又
は
航
空
幕
僚
長
の
職
に
あ
る
陸
将
、
海
将
又
は
空
将
で
あ
る
自
衛
官
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
二
年
と
す
る
。

二

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
で
あ
る
自
衛
官
、
音
楽
の
演
奏
に
関
す
る
業
務
又
は
情
報
の
総
合
的
な
分
析
若
し
く
は
画
像
情
報
及
び
地
理
情
報
若
し
く
は
通
信

情
報
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
自
衛
官
並
び
に
警
務
官
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
官
の
う
ち
、
一
等
陸
佐
以
下
、
一
等
海
佐

以
下
又
は
一
等
空
佐
以
下
の
も
の
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。

三

定
年
に
よ
る
退
職
の
日
に
昇
任
し
た
自
衛
官
の
定
年
は
、
そ
の
昇
任
前
の
階
級
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
年
齢
と
す
る
。


